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はじめに 

 

 

セイコーホールディングス株式会社は、「法令の遵守」と「社会倫理の尊重」

の姿勢を役員および社員（契約社員、嘱託社員、パートタイマー、派遣社員

を含む）の一人ひとりが身につけ、社会に広く受け入れられる「企業倫理」

を築いて実践することが、必要不可欠であると考えています。 

 

この基本的姿勢を「企業倫理の基本理念」として制定しました。この理念に

基づき、「企業倫理委員会」を設置し、「企業倫理行動指針」を定め、セイコ

ーホールディングス株式会社の全ての役員および社員を対象として、「教育・

啓蒙」、「相談・連絡」、「監査」、「評価」等を一貫して推進しています。 

 

この企業倫理行動指針で明示されていることに反した行為、またはその疑い

があると思われる情報等に接したときは、上長に相談し、速やかに解決を目

指します。それでも納得のいかない場合や、上長に相談することが難しい場

合には、「企業倫理ヘルプライン」に直接相談することができます。この＜ヘ

ルプライン＞を経由して適正な目的で情報提供した社員は、一切不利益な取

り扱いを受けることはありません。 

 

セイコーホールディングスグループの各事業会社は、その事業の特性および

その関連する法令・ルールに応じ、各社独自に企業倫理体制を確立し、行動

規範を定めています。各事業会社で企業倫理問題が発生した場合には、それ

ぞれの事業会社が責任をもってその解決にあたるとともに、セイコーホール

ディングス株式会社はグループ内の企業倫理問題の解決に向けて、「企業倫理

委員会」を通じて支援・勧告をおこなっています。 
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１．事業を行う国や地域の法律やルールを遵守し、社会倫理に照らし、公正な活動

をいたします。 

 

1－1.  公正な競争 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、自由競争社会における基本原理で

ある「公正、透明、自由な競争」を尊重し、取引をおこないます。 

 

役員・社員の行動基準 

 独占禁止法あるいは不正競争防止法等に関する法令を遵守します。 

 法令あるいは社会倫理に反する談合や協定等はしません。 

 

主な担当部門：全部門 

 

1－2.  適正な購買 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、法令を遵守し健全な購買取引をお

こないます。 

 

役員・社員の行動基準 

 購買取引先に対して競争の機会を公平に提供し、購買取引先に対する契約

上の義務を誠実におこないます。 

 物品やサービスを選ぶ時は、当社にとり経済的合理性は依然重要な条件で

すが、環境・社会・ガバナンスにも十分配慮します。 

 

主な担当部門：調達企画部 

 

 

 

 

 

調達活動方針 
http://smile/kisoku/DocLib9/Forms/AllItems.aspx 
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１．事業を行う国や地域の法律やルールを遵守し、社会倫理に照らし、公正な活動

をいたします。 

 

1－3.  製品・サービスの品質と安全性 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、品質、安全性に関する法令を遵守

し、規格に適合する製品・サービスを提供します。 

 

役員・社員の行動基準 

 製品・サービスの品質、安全に配慮し、事故の未然防止に努めます。 

 製品・サービスの品質、安全に関する説明や情報提供を適時、正確におこ

ないます。 

 科学的手法を活用し、品質、安全性の維持および向上に努めます。 

 

主な担当部門：生技開発部、品質推進部 

 

1－4. 公正な研究開発活動 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、小型化、省エネルギー化等、人々

の暮らしに役立つ技術を極め、新製品、新事業創出につながる研究開発活

動を公正に進めてまいります。 

 

役員・社員の行動基準 

 データや調査・実験結果等の捏造、改ざん、および盗用はしません。 

 公的研究費の適正な運営、管理をおこないます。 

 

主な担当部門：研究開発部、生技開発部 

 

 
研究開発活動に関する行動規範 
http://smile/kisoku/DocLib24/Forms/AllItems.aspx 
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１．事業を行う国や地域の法律やルールを遵守し、社会倫理に照らし、公正な活動

をいたします。 

 

1－5. 知的財産権の尊重 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、知的財産権に関する法令を遵守し、

第三者の権利を尊重します。 

 当社の知的財産を保護し、活用します。 

 役員や社員の知的財産に関する創意工夫や努力を尊重します。 

 

役員・社員の行動基準 

 第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権を尊重します。同時に、新

聞、刊行物やソフトウエア等の著作物は、不当な複写や改変はしません。 

 SEIKOの商標をはじめとする知的財産に対して、他者による不正使用を防

ぎます。さらに、積極的に知的財産の価値を高めます。 

 役員・社員の知的財産の発明に対しては、「職務発明管理規則」に則って、

対価を支払い、奨励します。 

知的財産権：商標権、意匠権、特許権、実用新案権、著作権、等をいいます。 

主な担当部門：法務部、知的財産部 

 

1－6. 適正な会計行為 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、会社法、税法、会計および証券等

に関する法令や規則を遵守し、適正かつ適時に会計処理と会計報告をおこ

ないます。 

 

役員・社員の行動基準 

 適正な監査体制を維持し、各種税法に基づく正確な会計処理をし、納税の

義務を守ります。 

 会計情報を正確に記録し、監査役や会計監査人への会計報告を適時おこな

います。 

 適正な会計処理と会計報告の社内外への提供を適時おこなうため、経理プ

ロセスやシステムの維持や改善をおこないます。 

 

主な担当部門：経理部 
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１．事業を行う国や地域の法律やルールを遵守し、社会倫理に照らし、公正な活動

をいたします。 

 

1－7. 不適正な支出の禁止 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、法令、社会的倫理および健全な商

慣行に反する支出はしません。 

 不適正な支出に関する各種国内法令と規則、あるいはそれぞれの国・地域

の法令、規則を遵守します。 

 

役員・社員の行動基準 

 公的機関およびその職員、政治家あるいは立候補者等に対して、それぞれ

の各個人に名目のいかんを問わず贈賄とみなされるような報酬、接待、贈

答等の利益の提供をおこないません。 

 外国政府公務員に対しても、それぞれの国と地域の法令を遵守し、物品や

金銭の供与はおこないません。 

 取引先への接待や、贈り物その他商慣行上の儀礼の提供にあたっては、社

会通念の範囲を越えないものとします。 

 

主な担当部門：全部門 
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１．事業を行う国や地域の法律やルールを遵守し、社会倫理に照らし、公正な活動

をいたします。 

 

1－8. 社内体制の整備 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、お互いの職務を尊重し、協力しな

がら、自由闊達な職場を築きます。 

 職務上の権限の行使はその範囲を逸脱することなく、一人ひとりが適正で

速やかな報告、連絡、相談ができる環境整備に努めます。 

 お客様あるいは会社の利益が損なわれることのないように、適正な行動を

します。 

 

役員・社員の行動基準 

 社会的責任を果たすために、社内の論議を活発にし、一人ひとりの能力を

活性化するよう努めます。 

 職務の遂行にあたり、常に適正な記録や報告に努めます｡ 

 取引先に対しては、虚偽または不誠実な業務を求めません。 

 就業時間内あるいは会社の施設内で、許可なく、政治活動・宗教活動等の

個人的な活動はおこないません。 

 取引先からの贈答や接待で、円滑な人間関係の確立の目的があったとして

も、会社としてのビジネスに影響を与える場合、あるいは慣習的な儀礼の

範囲を越える場合等は、一切受けません。 

 

主な担当部門：人事部 
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２．良識ある「市民としての企業」を目指し、社会との調和をはかります。 

 

2－1. 社会とのかかわり 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、世界の文明の発達とともに進化し

てきた「時の文化」を大切なものと考えております。これを発展させるた

め、社会におけるさまざまな活動に貢献します。 

 人々の生活、スポーツ、科学技術や産業の領域にいたるまで、社会が必要

とする「計時」のニーズに幅広く対応し、社会の向上や発展に貢献します。 

 

役員・社員の行動基準 

 「計時」を中心とする事業を通じて開発したハードやソフトテクノロジー

を使って社会貢献をします。 

 

 スポーツ計時の技術開発と計時機材の開発 

(説明)スポーツ計時では、1000 分の 1秒単位の計測が当たり前の時代となり、

競技成立のためにより高い精度の計時が求められています。また、距離計測等

においても、最新技術を利用し、高い精度で迅速に計測ができるシステムの導

入が求められています。セイコーはこれらの要求に応えるとともに、正確な計

時・計測をベースに、観客や視聴者により早く、よりわかりやすく結果を伝え、

スポーツ観戦が楽しくなるような見せ方ができるよう、新技術や新機材の開発

を検討し推進しています。 

 

 「セイコーミュージアム」(1981年開館)における時計産業史上で重要

な時計標本や資料の収集、保存、展示 

(説明)日本近代時計産業の成立や発展の歴史をたどり、世界の時計産業に重要

な位置を占めるようになった日本時計産業の研究の一環に役立てようと、体系

的、広範囲な時計標本や資料を収集し、展示しています。 

 

 各種の設備時計や特殊時計技術を開発し、公共の時刻管理の普及 

(説明)高品質で、安心して消費者が使える製品の開発にとどまることなく、公

共スペースで確かな時を告知する世界時計、からくり時計、さらに放送局での

時報装置を始め、時刻認証の分野まで時刻情報の技術革新に貢献しております。 

 

主な担当部門： コーポレートブランディング部 

 

 

 セイコーミュージアムは､下記サイトをご覧ください。 

   http://museum.seiko.co.jp/ 
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２．良識ある「市民としての企業」を目指し、社会との調和をはかります。 

 

2－2. 反社会的勢力との関係断絶 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、反社会的な勢力あるいは組織とは

接触せず、介入されるすきを与えず、影響を及ぼされることを未然に防ぎ

ます。 

 

役員・社員の行動基準 

 反社会的な団体や個人に対しては、当社は従来から社会的良識を備えた企

業として対処してきており、社内における管理体制をより強化します。 

 警察等関係行政機関と緊密な連帯を維持し、問題がおきた場合は、関係行

政機関へ速やかに通報し、弁護士と連携を保ち、適時かつ適切な対応をと

ります。 

 

主な担当部門：総務部 

 

2－3. 政治献金等について 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、法令に反したり、あるいは社会通

念から逸脱した政治献金等をおこなわず、政治に対して健全かつ公正な関

係を維持します。 

 

役員・社員の行動基準 

 政治家個人に対して寄付や便宜の提供をしません。また、政党や政治資金

団体以外の政治団体に対して、寄付や便宜の提供をしません。 

 会社の費用により、政党や政治資金団体に対する寄付、あるいはパーティ

ー券等の購入に関しては、社内規定に反することはおこないません。 

 

主な担当部門：総務部 
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３．情報は適時開示し、誠実で、透明性の高いコミュニケーションを目指します。 

 

3－1. 会社情報の管理 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、業務遂行の過程で取り扱う情報は

当社固有の財産として、これを適切に管理します。 

 業務上知り得た企業や個人等に関する情報を保護し、その収集、利用、管

理にあたっては、関連法令および社内規則に従い適正な管理をおこないま

す。 

 インサイダー取引を未然に防止するため、関連法令を遵守し、社内の未公

表の重要情報は適正に管理します。 

 

役員・社員の行動基準 

 内部情報を個人的に利用したり、無断で社外に持ち出したり、または第三

者に開示、提供はしません。 

 個人情報は、明示された収集目的以外には使いません。 

 取引先から提供された重要な企業情報は、業務遂行以外の目的で使用せず、

また第三者に開示、提供しません。その第三者が当社の関連会社に属して

いる場合でも、同様に開示、提供しません。 

 直接間接を問わず、不正な方法で他社の企業情報を入手しません。 

 インサイダー取引は、金融商品取引法に基づく罰則および損害賠償責任の

対象となることを理解しており、社内規定の「インサイダー取引防止管理

規則」を遵守します。 

 

主な担当部門：全部門 
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３．情報は適時開示し、誠実で、透明性の高いコミュニケーションを目指します。 

 

3－2. 会社財産の保全 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、当社の資産を役員や社員の一人ひ

とりが正当な業務目的に基づいて使用します。 

 ある特定株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与しません。 

 

役員・社員の行動基準 

 会社資産には有形資産と無形資産（ブランド、ノウハウ、情報システム、

ビジネスモデル、知的財産権等）があり、個人的利益のためにこれらの資

産を使いません。 

 ある特定株主に対し利益を供与することはもちろん、その株主の配偶者、

親族または関係する会社や団体にも利益供与をしません。 

 利益供与としては、単に金銭の授受だけでなく、物品の購入、情報誌や機

関紙の購読、広告の掲載等が該当し、これらの適正な管理をおこないます。 

 

主な担当部門：秘書室、総務部、コーポレートブランディング部、 

経営管理部、経理部、法務部、研究開発部、知的財産部、 

生技開発部、新事業推進部、事業戦略部 

 

3－3. 広報活動 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、国内外における株主、顧客、社員、

取引先、その他の地域社会等、あるいは国内外のメディアまたは証券アナ

リスト等から正しい理解を得るため、適正かつ適時に企業情報を開示しま

す。 

 

役員・社員の行動基準 

 国内外における投資家あるいは政府機関、証券取引所等に報告や公表する

場合は、役員および担当部門の適切な役職者を通じておこないます。 

 当社の企業活動に関する情報を公表する場合は、常に当社の公式見解とな

ることを考慮し、担当部門の了解を受け、適切な情報を提供します。 

 

主な担当部門：秘書室、総務部、コーポレートブランディング部、 

経営管理部、経理部 
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４．かけがえのない地球を大切にし、環境保護に貢献します。 

 

4－1. 環境保全の活動 

基本姿勢 
 地球の環境保全は健康で豊かな社会の基盤であり、法令を遵守して、当社

の環境基本理念および環境基本方針に従って、積極的かつ継続的に取り組

みます。 

 

役員・社員の行動基準 

 商品の開発や調達は、国際条約や国内外の環境関連法、自主基準等に従い、

環境への配慮を心がけます。 

 開発の過程で必要となる部品や梱包用資材等の選定に当たっては、分別や

リサイクルのしやすさを意識し、継続的に取り組みます。 

 日常使う電気や水道等は極力節減し、有効活用します。 

 物品やサービスの購入に際しては、グリーン購入の推進に努力し、より環

境に配慮した物品やサービスを優先的に購入します。 

  

主な担当部門：総務部、ＥＳＧ・ＳＤＧｓ推進室、経理部、調達企画部、 

研究開発部、生技開発部、新事業推進部、事業戦略部 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境報告のページ 

http://www.seiko.co.jp/csr/environment/index.html 
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５．基本的人権や人格を尊重し、企業倫理の精神を育む、視野の広い企業風土をつ

くります。 

 

5－1. 健全な労働環境の確立 

基本姿勢 

 セイコーホールディングス株式会社は、基本的人権を尊重し、各人の主体

性と独創性が最大限に発揮でき、そして企業が発展できる環境作りに努め

ます。 

 健康で安全であり、不当な差別や嫌がらせのない、仕事に専心できる環境

を実現するよう努めます。 

 全ての役員や社員の個人情報を適切に保護します。 

 

役員・社員の行動基準 

 個人の基本的人権を尊重し、多様な価値観を尊重します。 

 人種、性別、宗教等の差別的取り扱い、あるいは粗暴行為、ハラスメント

等の個人の尊厳を無視する行動はおこないません。 

 労働関連法令を遵守し、勤務体制、労働時間を適正に維持し、健全で秩序

ある環境の整備に努めます。 

 当社は、自社および取引先に対して、強制労働、児童労働を認めません。 

 社内規定の「安全衛生管理規則」を遵守し、労働災害の防止に努めます。 

 プライバシーの保護に努め、個人情報は適正に収集、利用、管理します。 

 

主な担当部門：人事部、ＥＳＧ・ＳＤＧｓ推進室、調達企画部 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「企業倫理行動指針」の利用について 

改廃 

 

本指針は、従来から脈々と受け継がれてきた当社の企業倫理や企業行動の重要性と基本姿勢を

集約したものです。今後、内容の改廃は、「企業倫理委員会」の審議を経て、取締役会にて承

認をおこないます。ただし、組織名称の変更等、実質的な内容の変更を伴わない軽微な改定に

ついては、事務局が起案し、代表取締役社長の決裁をもっておこなうものとします。 

 

「企業倫理行動指針」の運用にあたって 

 

 本指針は、従来各部門でおこなわれてきた業務に対する基本姿勢と行動基準を組織横断的

に集約したものです。 

 本指針は、各種社内規定、マニュアル、健全な業務プロセス等と一体で使われるものです。 

 運用に際して、疑問を感じたり、あるいは理解しにくいこと等がある場合は、「企業倫理

ヘルプライン」に直接相談して下さい。 

 本指針に違反した場合には、就業規則に照らして処分を受けます。  

 

 

迷った場合 

 

本指針は、基本方針を示したもので、すべての事例を記載しているわけではありません。実際

の業務は、各種の新しい事例や予知できない事例が起きることが容易に想定されます。もし、

記載されていない事例に遭遇した場合、もう一度本指針を読み直して、基本姿勢について考え

てください。また、自分で判断がつかない場合も、同様にもう一度読み直して下さい。そして、

以下の 3項目を自問自答して下さい。 

 

 

 

 

 

迷うならば、速やかに「企業倫理ヘルプライン」に相談して下さい。 

 

付則 

 

2004年 3月 31日 制定    2012年 10月１日 更訂    2021年 11月 2日 更訂 

2006年 4月 11日 一部改定  2013年 6月 27日 更訂 

2010年 3月 16日 更訂    2014年 9月 1日  更訂 

2010年 6月 29日 更訂    2015年 2月 1日  更訂 

2011年 3月 1日  更訂    2016年 6月 29日  更訂 

2011年 5月 10日 更訂    2020年 12月 8日  改定 

2012年 7月 1日  更訂    2021年 4月 28日 更訂 

 

 

① 『自分の心に、「正しい」と言えますか？』 
② 『会社にありのまま報告できますか？』 
③ 『家族・友人に知られたら、恥ずかしくないですか？』 
 


